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　生活環境課☎43-5024
農業振興部
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国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す （
申
請
免
除
制
度
）

　

所
得
が
少
な
い
な
ど
、
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難

な
場
合
に
は
、
保
険
料
の
納
付
が

「
免
除
」
ま
た
は
「
猶
予
」
さ
れ

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。（
本
人
の

申
請
が
必
要
）

【
申
請
免
除
制
度
に
つ
い
て
】

◆
全
額
免
除

　

保
険
料
の
全
額（
１
万
５
２
５
０

円
）
が
免
除
さ
れ
ま
す
。
受
給
時

に
は
全
額
納
め
た
と
き
の
１
／

２
と

し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

◆
３
／

４
免
除

　

保
険
料
の
３
／

４
が
免
除
さ
れ
、

各
月
１
／

４
の
保
険
料
（
３
８
１
０

円
）
を
納
付
し
ま
す
。
受
給
時
に

は
全
額
納
め
た
と
き
の
５
／

８
と
し

て
計
算
さ
れ
ま
す
。

◆
半
額
免
除

　

保
険
料
の
半
額
が
免
除
さ
れ
、

各
月
半
額
の
保
険
料
（
７
６
３
０

円
）
を
納
付
し
ま
す
。

　

受
給
時
に
は
全
額
納
め
た
と
き

の
６
／

８
と
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

◆
１
／

４
免
除

　

保
険
料
の
１
／

４
が
免
除

さ
れ
、
各
月
３
／

４
の
保
険
料

（
１
万
１
４
４
０
円
）
を
納
付
し
ま

す
。
受
給
時
に
は
全
額
納
め
た
と

き
の
７
／

８
と
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

※
３
／

４
、
半
額
、
１
／

４
免
除

は
、
納
付
し
な
け
れ
ば
未
納
扱

い
と
な
り
ま
す
。

【
前
年
度
に
申
請
免
除
制

度
を
利
用
し
て
い
た
人
へ
】

　

毎
年
７
月
が
更
新
月
で
す
。
継

続
し
て
免
除
を
希
望
さ
れ
る
人
は

必
ず
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。（
全

額
免
除
・
若
年
者
納
付
猶
予
を
承

認
さ
れ
た
人
で
、
継
続
申
請
の
申

出
を
さ
れ
て
い
る
人
は
自
動
的
に

審
査
が
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
申
請

書
の
提
出
は
不
要
で
す
）　

※
今
年
４
月
か
ら
、
免
除
申
請

が
２
年
１
か
月
前
の
月
分
ま

で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
で
き

免除の対象となる所得のめやす（１人あたり）

免除の種類 単身世帯 ２人世帯 ４人世帯

全額免除 57万円 92万円 162万円

３／４免除 93万円 142万円 230万円

半額免除 141万円 195万円 282万円

１／４免除 189万円 247万円 335万円

※申請者本人の他、配偶者および世帯主も所
　得基準の範囲内であることが必要です

日
時　

８
月
１
日（
金
）

　

午
前
11
時
～
午
後
３
時

場
所　

南
淡
公
民
館

※
要
予
約
・
先
着
24
人

問
市
民
課
☎
43
・
５
０
２
３

年
金
相
談

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

問
明
石
年
金
事
務
所

　

☎
０
７
８
・
９
１
２
・
４
９
８
０

　
家
畜
の
飼
養
状
況
の
報
告
を
し
て
く
だ
さ
い

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
で
は
、

全
て
の
家
畜（
牛
、水
牛
、鹿
、馬
、

め
ん
羊
、
山
羊
、
豚
、
い
の
し
し
、

鶏
、
あ
ひ
る
、
う
ず
ら
、
き
じ
、

だ
ち
よ
う
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
及
び
七

面
鳥
）
の
飼
育
者
（
愛
玩
も
含

む
１
頭
羽
以
上
）
は
毎
年
、
飼

育
状
況
の
報
告
書
を
家
畜
保
健

衛
生
所
に
届
け
出
る
こ
と
が
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
だ
報
告
書
の
届
出
を
さ
れ
て

い
な
い
人
は
「
淡
路
家
畜
保
健
衛

生
所
」
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

問
淡
路
家
畜
保
健
衛
生
所

　

☎
45
・
２
４
１
１

※
報
告
書
の
様
式
は
「
姫
路
家

畜
保
健
衛
生
所
」
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
検
索
で
き
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
の

　

就
職
等
に
よ
り
、
社
会
保
険

な
ど
他
の
健
康
保
険
に
加
入
さ

れ
た
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険

者
の
人
は
、
国
保
の
資
格
喪
失

届
が
必
要
で
す
。

　

届
出
が
な
い
と
国
保
の
資
格

は
喪
失
さ
れ
な
い
ま
ま
、
国
保

税
も
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

新
し
い
保
険
証
が
届
い
て
い

る
人
は
、
市
役
所
へ
届
出
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
他
の
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
国
保
の
保
険
証
を
使
っ
て

医
療
機
関
等
に
受
診
し
た
場

合
、
国
保
が
負
担
し
た
医
療
費

を
全
額
返
納
し
て
い
た
だ
く
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

◆
届
出
に
必
要
な
も
の

❶
新
た
に
加
入
し
た
健
康
保
険

の
被
保
険
者
証

❷
国
保
の
被
保
険
者
証

❸
印
か
ん

❹
身
分
証
明
書
（
免
許
証
等
）

問
保
険
課
☎
44
・
３
０
０
３

　
学
生
用
共
同
住
宅
を
新
築
す
る
事
業
主
に
対
し

　

学
生
が
入
居
す
る
た
め
の
住

居
が
不
足
し
て
い
る
た
め
、
市
で

は
、
市
内
に
お
い
て
学
生
用
共
同

住
宅
を
整
備
（
新
築
ま
た
は
増

築
）
す
る
人
に
整
備
費
の
一
部
を

助
成
し
、
学
生
用
共
同
住
宅
の
整

備
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

◆
補
助
金
額

　

整
備
す
る
学
生
用
共
同
住
宅
の

住
戸
数
に
50
万
円
を
乗
じ
て
得
た

額
（
１
回
限
り
）

【
例
】
10
戸
（
部
屋
）
整
備
の
場
合

　

50
万
円
×
10
戸
＝
５
０
０
万
円

◆
補
助
対
象
者
（
全
て
該
当
）

❶
市
税
の
滞
納
が
な
い
者

❷
市
内
に
居
住
し
、
住
所
を
有
す

る
個
人
ま
た
は
市
内
に
本
店
ま

た
は
営
業
所
を
有
す
る
法
人

◆
交
付
要
件
（
全
て
該
当
）

❶
区
画
の
住
戸
の
床
面
積
が
22
㎡

以
上
で
あ
っ
て
、
浴
室
、
ト
イ

レ
及
び
台
所
が
専
用
で
あ
り
、

冷
暖
房
設
備
を
完
備
し
て
い
る

❷
３
分
の
２
以
上
の
住
戸
に
学
生

が
入
居
す
る

❸
学
生
に
対
す
る
家
賃
が
４
万
円

（
非
木
造
耐
火
構
造
物
で
１
住
戸

当
た
り
の
建
築
単
価
が
６
５
０
万

円
以
上
の
場
合
は
４
万
５
千
円
）

以
下
で
あ
る

◆
申
請
方
法

❶
申
請
書
は
、
西
淡
庁
舎
１
階
の

企
業
誘
致
課
ま
た
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
取
得
し
、
必
要
書

類
を
添
付
の
上
、
同
課
に
申
請

❷
事
業
着
手
前
ま
で
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い

※
学
生
と
は
、
市
内
の
大
学
に
在
学

し
て
い
る
、
ま
た
は
入
学
す
る
こ

と
が
決
定
し
て
い
る
人
で
す

※
こ
の
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
平

成
27
年
度
ま
で
の
３
年
間
を

予
定
し
て
い
ま
す

問
企
業
誘
致
課
☎
37
・
３
０
４
６

　
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
に
つ
い
て

投
票
日  

７
月
13
日（
日
）

告
示
日  

７
月
６
日（
日
）

◆
選
挙
方
法  

定
数
： 

30
人

　

４
選
挙
区
に
分
け
て
行
い
ま
す

（
緑
地
域
４
人
、西
淡
地
域
６
人
、三

原
地
域
12
人
、南
淡
地
域
８
人
）

　

告
示
日
の
午
後
５
時
時
点
で

立
候
補
の
届
出
者
数
が
定
数
を

超
え
な
い
選
挙
区
は
投
票
を
行

い
ま
せ
ん
。

問
選
挙
管
理
委
員
会

　

☎
43
・
５
０
０
４

　
福
祉
医
療
の
受
給
者
証
を
送
付

　

対
象
者
に
は
６
月
下
旬
に

「
受
給
者
証
」
を
送
付
し
て
い
ま

す
。
７
月
以
降
は
新
し
い
受
給

者
証
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
受
給
者
証
の
交
付

　

交
付
に
は
所
得
の
申
告
が
必

要
で
す
。 

対
象
者
で
も
所
得
の

申
告
が
な
い
場
合
は
、受
給
資

格
の
確
認
が
で
き
な
い
た
め
、受

給
者
証
を
交
付
で
き
ま
せ
ん
。

※
平
成
26
年
１
月
１
日
に
市
内
に

住
所
が
な
い
人
は
、
住
所
が

あ
っ
た
市
区
町
村
で
平
成
26

年
度
所
得
･
課
税
証
明
書
（
市

民
税
所
得
割
税
額
の
控
除
の

明
細
が
わ
か
る
も
の
）
の
交
付

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

※
７
月
１
日
か
ら
福
祉
医
療
費

助
成
制
度
の
一
部
が
変
わ
り

ま
す
。（
広
報
６
月
号
掲
載
）

受
給
者
証
と
合
わ
せ
て
改
正

内
容
も
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
保
険
課
☎
44
・
３
０
０
３

７
月
か
ら
利
用
で
き
ま
す

　 　

　社会の健全な発展を図る

ために、不法就労・不法滞在

問題について正しく理解し、

外国人の不法就労・不法滞

在をなくすようご協力をお願

いします。  南あわじ警察署

　自然災害から身を守

るためには一人ひとり

が防災意識を高めると

ともに、日頃からの災

害への備えが重要です。

　     南あわじ警察署

不法就労・不法滞在
防止にご協力を！

災害に
　備えよう！

　
猫による被害をなくすために！

　敷地内での繁殖やふん尿など、猫による被害が発生

しています。猫を捨てることは動物愛護法違反に当たり

ます。猫を飼い始めたら最後まで責任を持って飼いまし

ょう。また、野良猫にむやみに餌を与えると猫が増え、

結果として近隣の人への被害が増えてしまいます。

　地域の人への思いやりを忘れずに行動しましょう。
　問生活環境課☎43・５０２４

　
通
勤・通
学
者
の
人
へ　

交
通
費
助
成
制
度

　

市
で
は
、
市
内
か
ら
遠
方
へ
通

勤
・
通
学
さ
れ
る
人
に
対
し
て
「
通

勤
・
通
学
者
交
通
費
助
成
金
制
度
」

を
設
け
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
申
請
書
の
提
出

期
限
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
い

ま
し
た
の
で
、
申
請
時
期
に
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

❶
申
請
書
は
、
定
期
券
購
入
後

1
ヶ
月
以
内
に
速
や
か
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

❷
現
在
、
平
成
26
年
４
月
１
日

以
降
（
定
期
券
に
記
載
の
期

間
）
分
の
申
請
に
つ
い
て
、

助
成
対
象
と
な
り
ま
す
。

問
少
子
対
策
課
☎
44
・
３
０
４
０

　 見直し有り

 

資
格
喪
失
手
続
き 

は
お
済
み
で
す
か

補
助
金
を
交
付
し
ま
す


